
 □ 基本方針について □ 公園整備方針について □ 管理運営方針について □ 事業推進の考え方について □ その他  
ご意見 

 ○ 意見募集について ご意見は、①郵送、②ファックス、③メール送信フォームのいずれかでご提出ください。 基本計画（案）の本編は、ホームページ （表紙のＵＲＬ参照）でご覧いただけるほか、県政情報センター及び県民お役立ち情報 コーナー＊ などで閲覧いただけます。 令和 6 年１2 月 ● 奈良県 まちづくり推進局 公園企画課 

 
● なお、本チラシは紙面の都合上、概要版となっています。 本編は、右記ホームページ、県政情報センター及び県民お役立ち情報コーナーでご確認いただけます。 ○まほろば健康パークは、スポーツ・憩いの場を提供することを目的に設置されました。現在は、競泳用プール、フィットネススタジオからなる スイムピア奈良、テニスコート、ファミリープールなどの施設を多くの方にご利用いただいています。  ○公園が、こどもや子育て世帯を含めた誰もが使いやすいものではないというご意見があり、こどもや子育て当事者の目線に立ち、多様な こども・若者の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進できるよう、インクルーシブ公園の整備を検討することとなり、「まほろば 健康パークにおけるインクルーシブ機能検討委員会」を設置し、検討を進めてまいりました。  ○こどもが学びや、遊びを通じて健やかに成長し、また、子育て世帯の負担感を軽減させられるように、公園の整備や運営を充実させるこ とが重要であるというご意見もあります。  ○本基本計画（案）は、このようなご意見に対応するため、まほろば健康パークの機能を更に充実・強化し、インクルーシブ公園として整備 するにあたり、その整備・維持管理及び運営についての基本的な考え方をとりまとめたものです。  ① 【郵送の場合】 こちらの部分を切り取って、投函してください。 切手は不要です。裏面も記入してください。 

整基本計画（案）へのご意見 

〇すべての人が楽しく利用で〇すべての人が楽しく利用で〇すべての人が楽しく利用で〇すべての人が楽しく利用できる公園きる公園きる公園きる公園    幅広い世代幅広い世代幅広い世代幅広い世代のこども、保護者の交流を促す公園のこども、保護者の交流を促す公園のこども、保護者の交流を促す公園のこども、保護者の交流を促す公園    〇こどもの主体的な遊びを通して子育ち・子育て支援に資する〇こどもの主体的な遊びを通して子育ち・子育て支援に資する〇こどもの主体的な遊びを通して子育ち・子育て支援に資する〇こどもの主体的な遊びを通して子育ち・子育て支援に資する公園公園公園公園    多様なニーズに対応出来るように、多様なニーズに対応出来るように、多様なニーズに対応出来るように、多様なニーズに対応出来るように、プレーリーダーを配置する等、運営を充実させるとともに、民間プレーリーダーを配置する等、運営を充実させるとともに、民間プレーリーダーを配置する等、運営を充実させるとともに、民間プレーリーダーを配置する等、運営を充実させるとともに、民間ののののノウハウを積極的にノウハウを積極的にノウハウを積極的にノウハウを積極的に導入導入導入導入してしてしてして    魅力的なサービスを提供魅力的なサービスを提供魅力的なサービスを提供魅力的なサービスを提供    

〇 お問合せ先（受付：午前8時30分～午後5時00分（平日））   奈良県県土マネジメント部 まちづくり推進局 公園企画課 電話  0742-27-8069 
〇 提出期間 令和６年１２月１２日（木）から 令和７年 １月１０日（金）まで 必着（郵送は消印有効） 

③ 【メール送信フォームの場合】 奈良県ホームページ内の意見募集専用メール送信フォームより送信できます。 右記の QR コードからもフォームにアクセスできます。 

② 【ＦＡＸの場合】 本ページをそのまま送信してください。 ⇒  ０７４２－２７－７４８８ ※ お掛け間違いのないよう、ご注意ください。 なお、下記の項目をご一緒に記入ください。 

＊ 奈良県ホームページ  https://www.pref.nara.jp/item/317187.htm ◆ 頂いたご意見は、「まほろば健康パーク基本計画（案）」の検討目的以外の用途には利用しません。 ◆ 意見を取りまとめた上、ご意見の概要と考え方、本案を修正した場合はその内容について、奈良県ホームページ等において、一定期間公表します。 ◆ 記載項目のうち、個人情報は、必要に応じてご意見の具体的な内容について確認させていただくためにご記入いただくものであり、公表いたしません。 ◆ また、個人情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」「奈良県個人情報保護条例」に基づき、適切に取り扱うとともに、上記目的以外では使用いたしません。 
＊県民お役立ち情報コーナー ・奈良県産業会館（大和高田市）   ・吉野町中央公民館（吉野町）   ・橿原総合庁舎（橿原市） ・県立図書情報館（奈良市） 

・該当する表題に☑ （チェック）をつけてください。 ・その他の事項は、（    ）内に記載してください。 

「まほろば健康パーク基本計画（案）」（以下「基本計画（案）」という。）を公表し、広く皆さまからのご意見を募集します。 今後、頂いたご意見を参考として、「まほろば健康パーク基本計画」を策定します。 

⇒https://www.secure.pref.nara.jp/3305.html  

＜切り取り＞ 
〇〇〇〇既存公園エリアを含めた公園全体でインクルーシブ機能の確保既存公園エリアを含めた公園全体でインクルーシブ機能の確保既存公園エリアを含めた公園全体でインクルーシブ機能の確保既存公園エリアを含めた公園全体でインクルーシブ機能の確保    
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FAX：０７４２-２７-７４８８ 

「まほろば健康パーク基本計画(案)」に対する意見記入欄 

□10 歳未満    □10 代    □20 代    □30 代  □40 代       □50 代    □60 代    □70 歳以上 年齢 都道 府県 住所 氏名 電話 市区 町村 （     ）     - ふりがな 

《概要版》 

「まほろば健康パーク基本計画（案）」の意見募集 

イメージ図 

基本コンセプト 

基本方針 

目的 

プレイパークエリア 
大屋根広場 テニスコート 

交流エリア 
アウトドアエリア 



〈令和 6 年度〉  基本計画策定  〈令和 7 年度〉  基本設計  〈令和 8 年度〉  民間事業者の選定 （運営事業者を先行して選定）  〈令和 9 年度～〉 民間事業者による 設計、工事、運営等 

まほろば健康パーク基本計画（案） 

● 基本計画（案）の概要 
● 

事業スケジュール（予定） 

＜切り取り＞ 郵便はがき 料金受取人払郵便 
差出有効期限 令和 7 年 1 月 10 日まで （切手不要） 

〇今回頂いたご意見を参考に、「まほろば健康パーク基本計画」を令和６年度内を目処に策定・公表する予定です。 〇なお、今後の状況により、計画は一部変更になる場合があります。 

（受取人） 奈良県奈良市登大路町３０番地 
奈良県まちづくり推進局 公園企画課 

「まほろば健康パーク基本計画（案）」 

意見募集（パブリックコメント）担当 行 

奈良中央局承認  
3093 
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□10 歳未満   □10 代   □20 代   □30 代   □40 代 □50 代      □60 代   □70 歳以上 年齢 都道 府県 住所 氏名 電話 市区 町村 （     ）     - ふりがな 

下水道計画範囲下水道計画範囲下水道計画範囲下水道計画範囲    アウトドアエリア 
プレイパークエリア 交流エリア 

樹林エリア 
休憩施設 休憩施設 休憩施設 

休憩施設 
駐車場 

駐車場 
駐車場 管理棟・トイレ トイレ 

トイレ 
既存公園エリア 

野球場 
テニスコート こども広場 大屋根広場エリア 運動プログラム 休憩スペース等 

インクルーシブ遊具 
駐車場 駐車場 民間活用施設 トイレ トイレ トイレ 

アーバンスポーツ 
※下水道計画範囲にある各エリアの施設配置等の詳細は、※下水道計画範囲にある各エリアの施設配置等の詳細は、※下水道計画範囲にある各エリアの施設配置等の詳細は、※下水道計画範囲にある各エリアの施設配置等の詳細は、    下水道管理者と協議のうえ、決定下水道管理者と協議のうえ、決定下水道管理者と協議のうえ、決定下水道管理者と協議のうえ、決定しますしますしますします。。。。        今後の基本設計等により、修正される場合があります。今後の基本設計等により、修正される場合があります。今後の基本設計等により、修正される場合があります。今後の基本設計等により、修正される場合があります。    

現在の緩衝緑地の自然を活かしたキャンプ場 樹林を活かしたアクティビティ 

プレーリーダーを配置して、 こどもが自由に遊べる環境づくり 火起こしや泥遊びなど ここでしかできない遊び体験  

〇日光に過敏なこどもも自然を感じておもいっきり遊べる大屋根 

 広場エリア 雨でも走りまわったりいろいろ な運動ができる大屋根ひろば 大屋根の下で多様な 運動プログラムの実施 猛暑の中でも遊べる 室内施設やカフェ・レストラン 

〇多様な人の交流を促す拠点となる交流エリア 

 シェードや樹林の木陰を 利用したくつろげる場所 多くの人がいっしょに 過ごすことができる芝生広場  
〇障害のある方もアクセス可能なアウトドア・樹林エリア 

  いつでも自由にボール 遊びができるように 野球場を一般開放  

〇様々なこどもたちといっしょに遊び場を創る 

 プレイパークエリア 

車いす利用者と一緒に プレーできるコートに改修  
子ども広場の遊具を ワークショップを通じて多様化 

〇インクルーシブ化に向けて改修や

運用を変更する既存公園エリア 

 

 


